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保健医療計画の主要項目及びその方向性（案） 

（１） 健康づくりの推進 

子どもから高齢者まで、すべての区民が生涯にわたって主体的に健康づくりに取り組み、健

やかで心豊かに生活できるよう、ライフステージに応じた区民一人ひとりのこころと身体の健康

づくりを支援するため、食生活の改善や運動習慣の定着等の一次予防に重点を置いた対策と、

休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康等に関する正しい知識の普及と定着を推進します。 

妊娠・出産・子育て期では、切れ目のない支援の更なる充実と、各機関との連携体制の強

化を図り、安心して子どもを産み、健やかに育てるための家庭や地域の環境づくりを進めます。 

成人へ取り組みでは、疾病の早期発見・早期治療に向け、特定健康診査・特定保健指導や

がん検診等の充実と受診率向上を図り、生活習慣病の発生予防と重症化予防の徹底を目指し

ます。 

また、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、高齢期の健康課題に沿っ

た健康の維持・増進及び健康づくりの支援と、介護予防活動の定着を推進し、健康寿命の延

伸を図ります。 

さらに、食育については、性別や世代に合った自分らしい食事と健康づくりの実践と共に、

食を通じたコミュニケーションや食を大切にする心、食の安全について普及啓発を進めていき

ます。 

 

（２）地域医療の推進と療養支援 

医療と介護を必要とする区民が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、在

宅療養の体制の構築を進め、新たに介護保険法に位置づけられた「在宅医療・介護連携推進

事業」に取り組むとともに誰もが身近な「かかりつけ医・歯科医・薬剤師」を持つことを区民に推

奨していきます。また、東京都と連携し、医療法において定められた「地域医療構想」により、誰

もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせるまちの実現を推進します。 

大規模災害に備え、医薬品等の更新やトリアージ研修の実施等、災害医療救護体制の整

備充実を図ります。 

精神保健医療対策では、入院医療中心から地域生活中心への移行を促進するために、当

事者や家族等が地域で安定した生活を送ることのできる支援体制を充実していきます。また、

自殺対策を推進します。 

難病や公害健康被害による患者等に対しては、関係機関との連携により療養支援及び相談

支援体制の充実を図ります。 
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（３）健康安全の確保 

2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが開催される他、近年、海外との往来が盛んにな

っていることから、新型インフルエンザ等の新興感染症や再興感染症1及び食中毒などの健康

危機から区民の健康を守るための迅速で的確な健康危機管理対策を、国や東京都と連携して

構築していきます。 

感染症対策については、発生予防のための啓発を推進し、発生時の迅速な対応及び蔓延

防止に努めます。特に、予防接種は防ぐことができる病気を予防し、命と健康を守っていくため

に非常に重要な手段であることから、定期予防接種2の接種率向上に取り組むとともに、任意予

防接種の費用助成を行うなど、適正に予防接種事業を進めていきます。 

また、区民が日常利用する診療所や薬局等の医療機関、飲食店等食品取扱施設、理容・

美容・クリーニング施設、公衆浴場、特定建築物3など、区民の健康に影響を与える事業者の自

主的衛生管理が適切に実施できるよう情報提供や監視・指導に努めます。 

あわせて、区民及び事業者に対して、食品の安全について、適切に情報提供を行っていく

とともに、区民を対象にした住まいの衛生に関する啓発・相談事業を行っていきます。 

さらに、動物の適正飼養指導により、動物に対する住民の理解と知識を深め、人と動物が共

生できる地域社会を目指します。 

                                                   
1 新興感染症・再興感染症：新興感染症とは、これまで知られていなかった新しい感染症（新型

インフルエンザ、エボラ出血熱等）をいい、再興感染症とは、既に克服したと考えられていたに

もかかわらず、再び猛威を振るい始めた感染症（結核・デング熱等）をいう。 
2 定期予防接種：予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた予防接種

のこと。集団予防と個人予防の観点から特に重要と思われる疾病（ポリオ、麻しん、風しん、高

齢者インフルエンザなど）が対象となる。それに対し、予防接種法の対象となっていないものを、

任意予防接種という。 
3 特定建築物：建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する建築物で、興行場、店

舗、事務所、学校等、多数の人が利用する相当程度の規模を有するものをいう。 


